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環境影響評価準備書 
No. 項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 備 考 

１ 事業計画 
余熱利用
計画 

(2 月 17 日委員会での質疑・意見) 
施設の呼び方を、どうして「熱回収施設」

というのか。どの程度の熱の回収を行うの
か。また、それを踏まえて、予測・評価に
どのように反映しているのか。 

(委員会での回答) 
これまでは、ごみ焼却施設と呼ばれていましたが、国の方

で、ごみのエネルギーを有効的に利用する観点から、熱回収施
設という名称を用いています。 
また、本事業の熱回収の程度としては、発電効率を 17%以上

とする計画としています。これを踏まえ、温室効果ガスの項目
で、発電量を含めた予測を行っております。 
予測の結果、発電による削減量が 8,382t-CO2/年で、これが

熱回収できた量となり、ごみの焼却などによる排出量
（43,014t-CO2/年）から、それを差し引いた 34,632 t-CO2/年
が本施設からの発生量になると予測しています。 

 

２ 事業計画 
余熱利用
計画 

(2 月 17 日委員会での質疑・意見) 
発電を行うのであれば、付帯施設を設置

するのではないか。 

(委員会での回答) 
付帯施設を設置することとしています。 

 

(委員会での回答の追加回答) 
送電線等の付帯施設は東京電力が設置するため、対象事業

実施区域外に事業者が新たに設置する施設はありません。 
なお、事業者が設置する付帯施設としては、対象事業実施区

域内に受変電施設を設ける計画です。詳細は事業者決定後、東
京電力との協議により決定するため、現時点では未定です。 

３ 事業計画 関連事業 

(2 月 17 日委員会での質疑・意見) 
本事業と密接に関連し一体的に行われ

る事業はないとのことだが、計画施設を建
設した際の既存施設の解体は、密接に関連
した事業といわないのか。 

(委員会での回答) 
 現在、銚子市、旭市、匝瑳市の各市に焼却施設があります
が、本施設の稼働に併せて停止します。 
県の規定の中で関連事業の要件が定められており、隣接し

た区域ではないことから、密接に関連した事業には該当しな
いと認識しています。 

 

(委員会での回答の追加回答) 
参考：関連対象事業の要件(千葉県環境影響評価条例第 2条第
3項第 3号)（以下のすべての要件に該当する場合） 
○事業要件ごとに知事が定める規模以上であること 
○密接に関連して行われる事業（すべての要件に該当） 
 ①-1 進入路、駐車場、事務所その他施設との相互関係   
 ①-2 実施区域は接していないこと 
 ②  工事着手予定時期が５年以内であること 
 ③  事業者は同一であること 

資料５ 
平成29年３月17日提出 

銚子市 
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No. 項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 備 考 

４ 

対象事業
実施区域
及びその
周囲の概
況 

気象の 
状況 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
3-1-2（p.3-8～）で地方気象台と唐子測

定局の関係について説明を加えるべき。な
ぜ表では気象台を用い、風配図では唐子を
用いるのかがわからない。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
降水量、気温、年間日照時間等を含めた気象に関する測定が

行われている最寄りの地点が、銚子地方気象台であることか
ら、準備書 3-8～10 頁に地方気象台について記載しました。
風向・風速については、より近い銚子唐子測定局（大気質常時
監視測定局）でも測定が行われていることから、こちらのデー
タを用いて風配図を作成しました。 
これらの説明が不足していることから、評価書において記

載いたします。 

 

５ 大気質 
降下ばい
じん 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
粉じんの調査結果（p.7-15）で春季の降

下ばいじんが１地点で標準的な値の限度
（参考値）を超えている。そのような場所
では、計画施設の直接影響の予測値がいか
に小さくても、合計した高濃度に対する考
察（実測が高濃度になった状況）や何らか
の対策検討について記載する必要がある
と考える。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
粉じんの目標については、「面整備事業環境影響評価技術 

マニュアル」(平成 11 年、建設省)を参考に、「スパイクタイ
ヤ粉じんにおける生活環境の保全が必用な地域の指標（20ｔ
/km2/月）」と「降下ばいじんのバックグラウンド濃度が比較的
高い地域の値（10ｔ/ km2/月）」との差から設定された「降下
ばいじんに係る参照値(10ｔ/km2/月以下)」を整合を図るべき
基準としました。 
現地調査の結果は、一部の季節で比較的高い地域の値（10ｔ

/km2/月）を超えていますが、調査地点のうち１地点のみであ
り、その周辺が畑地となっているため、風の巻き上げによる影
響と考えています。なお、いずれの地点も予測結果との合計値
は、20ｔ/km2/月を下回るため、生活環境の保全への影響は小
さいと考えます。また、保全措置としては、飛散防止のため、
防じんネットや仮囲い等の設置や散水等を行うなどの措置を
行ってまいります。 

 

６ 大気質 SPM 濃度 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
SPM の調査結果（p.7-32）でも夏季の最

高値がかなり高い。 
そのときの状況（気象や、必要なら広域

的な濃度、近傍の発生源の可能性等）を検
討しておく方がよいと考える。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
SPM の高濃度の状況は、平成 27 年 8 月 22 日の深夜から 23

日の早朝にかけてみられました。また、周辺の常時監視測定局
（銚子唐子、匝瑳椿、横芝光横芝、東金堀上）でも同様に濃度
の上昇がみられており、広い範囲で SPM の濃度が上昇してい
る状況でした。この間、現場では霧が発生しており、この地域
一帯で同様の状態であったことから、霧による影響が考えら
れます。 
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７ 大気質 予測結果 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
沿道大気質のバックグラウンド濃度

（p.7-46）の設定方法の記載が不明確であ
る。「予測地点に最寄りの現地調査地点」
とあるが、予測地点は４点、現地調査は１
点のはずで、関係がわからない。後で「供
用時」対応の現地調査の記述があり（p.7-
57～）、そのデータをここで使用している
のなら、ここで具体的に記載すべき。 
「４季分の期間平均値」の意味がわかり

にくいし、４季平均して年間で一つの値を
用いたのであれば妥当性（季節差が大きい
のであれば季節別に扱うべき）について記
述すべき。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
大気質の将来濃度は、道路の影響を受けていない一般環境

の濃度(バックグラウンド濃度)に、車両走行による予測濃度
（工事用車両、一般車両）を加えた値となります。また、バッ
クグラウンド濃度は、「供用時」の項目で示している一般環境
での現地調査結果から、予測地点に最寄りの値を用いていま
す（予測地点１：椎柴小学校、予測地点２：対象事業実施区域、
予測地点３、４：ワイズホーム長山）。 
また、予測は、車両の走行による年間の平均的な濃度を求め

ているため、バックグラウンド濃度も年平均値を用いました。 
なお、ご指摘のとおり、バックグラウンド濃度の設定方法に

ついては、説明が不足しているため、評価書において追記しま
す。 

 

８ 大気質 
現地調査
結果 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
p.7-57 以降の記述で「対象事業実施区

域」を調査地点の意味でも用いているた
め、非常に混乱する。できれば p.7-62 に
かけての４表をもっと整理統合して数を
減らす姿勢を望む。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
調査地点名として用いている「対象事業実施区域」につい

て、地点番号を設けるなどにより理解しやすい内容となるよ
う評価書において修正します。 

 

９ 大気質 
現地調査
結果 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
８番と同じく簡潔化の観点から、p.3-3

からの数ページと同じ図表を（記述も）
p.7-63 から数ページ（①ア）に再録する重
要性が認められない。必要だとしても、前
者の掲載場所を記して引用すれば済む。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
大気質の項目の中で、「第３章 対象事業実施区域及びその

周囲の概況」を再録している箇所については、評価書におい
て、掲載場所を引用することにより図書の簡素化を図ります。 

 

10 大気質 SPM 濃度 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
６番と同様、p.7-72 の表でも、夏季の

SPM の時間最高値がかなり高いため、その
原因について考察を加えておく方がよい。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
６番の回答と同様に、高濃度となった原因についての考察

を記載します。 
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11 大気質 
上層気象

調査 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 

上層気温について（p.7-88 の図）、夏季

も冬季も昼夜差が最下層を除き１℃未満

であるのも奇妙だが、さらにこれらを合せ

て算出したであろう年間では大きな昼夜

差が見られることは、何らかの誤算定では

ないか。 

そもそも夏季・冬季、昼・夜で平均した結

果に何の意味があるのか。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 

調査結果をみると、1日の中での温度の変化は、地上では地

表面の熱収支の影響を受けるために大きくなっていますが、

上空ではその影響が小さいため温度の変化も小さく、最下層

以外では昼夜差があまりない状態となっています。 

また、調査は、夏季、冬季に各７日間(8回/日)行っており、

夏季で 56 データ、冬季で 56 データあります。日の出、日の

入の時間を考慮し、季節別に昼夜の時間帯を設定しているた

め、夏は昼間、冬季は夜間のデータが多くなり、年間にすると

昼夜の差がみられる結果となります。 

なお、上層気温の調査は、逆転層の発生状況把握することが

目的であり、高度別平均気温は、参考として示しました。 

 

12 水質 予測結果 

(2 月 17 日委員会での質疑・意見) 

供用時の予測について、窒素、リンが存

在すればアオコの栄養分はあるため、N/P

比の割合がアオコにとっての好適環境で

ある割合以下であっても、アオコは発生す

る可能性がある。記載を修正した方が良

い。 

(委員会での回答) 

準備書には、アオコの発生の程度として、N/P 比とクロロフ

ィル a の濃度の関係を示した図を示しています。これをみる

と、アオコが増殖するときの好適な窒素と燐の比率である

13.5:１を含む N/P 比 5～15 の範囲で濃度が高くなり、N/P 比

が高くなるほど濃度が低くなる傾向がみられ、これを踏まえ

た予測としていますが、ご意見を踏まえ、記載の方法について

検討を行います。 

 

 

(委員会での回答の追加回答) 

 評価書において、水質の変化の状況等によっては、アオコの

発生する可能性がある旨を追記します。 

13 騒音 現地調査 

（3月9日現地視察での質疑・意見） 

 風力発電施設の音が思ったより気になら

いが、調査結果はどうだったのか。 

（3月9日現地視察での回答） 

 最寄りの風力発電施設までの距離は約200m程度であり、騒音、

振動及び低周波音の調査結果に風力発電施設の影響はみられま

せんでした。 
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14 植物 予測結果 

(2月17日委員会後に寄せられた質疑・意見) 
環境保全措置として「植栽する樹種は計

画地の立地条件を考慮し、可能な限り周辺
に生育する種（在来種）を多く用いるもの
とする。」とある。これだと苗木調達の都
合や、見栄えなどの理由で外来種を植える
こともあるように読める。 
「可能な限り周辺に生育する種（在来

種）を多く用いるものとする。」は、「周辺
に自生する在来種、あるいはこの地域の潜
在自然植生に即した樹種を用いるものと
する。」としていただけるようお願いする。 
タブやシイ、その他の照葉樹の稚樹～小

径木、またアオキやヤブコウジなどの低木
類など、事業実施に伴い除去が予定される
植物を移植して活用するのが良い。 

(2 月 17 日委員会後に寄せられた質疑・意見の回答) 
緑化計画の詳細にあたっては今後検討してまいりますが、

検討にあたっては、ご指摘いただいた内容を踏まえ、事業実施
に伴い除去が予定される植物の活用も視野に入れ、樹種の特
性や費用等も勘案しながら決定します。 

 

15 動植物 現地調査 

（3月9日現地視察での質疑・意見） 
本調査では、外来種はどの程度確認されて

いるか。環境影響評価では重要種の保全を主
眼においているが、希少種の衰退要因には外
来種の増殖も挙げられる 

（3月9日現地視察での回答） 
鳥類は確認されませんでしたが、両生類はウシガエル、魚類

ではブルーギルやブラックバスが確認されています。 
本事業では雨水等を小山堰の上流側に放流することを予定

していますが、上記外来種が移動・攪乱するような土地の改
変、水象の変化はありません。 

 

16 動植物 予測結果 

（3月9日現地視察での質疑・意見） 
 対象事業実施区域内で確認されたギンラ
ンの移植先はどこを考えているか。 

（3月9日現地視察での回答） 
 本事業では、周辺の樹林地を保全する計画であり、ギンランの
生育場所は、その樹林内にあります。そのため、基本的には、ギ
ンランも残置するものと考えています。 

 

 

 

  


